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冨津金時タルト「夢風車」
と柿の実入りのブッセの
セット

あわら銘菓
フルーツもなか

「どんリん」

あわら温泉パン

越前茶アイスクリーム
セット

越前あわら花咲干柿

越前柿チップス
越前あわらの柿の葉茶

柿羽二重餅

越前あわら
手づくり蒲鉾詰め合わせ

野菜ソムリエプロデュース
梨ジュース＆梨ジャム

霊峰白山の贈り物美肌
（トマト酢）

あわら梨ジュース
（豊水・幸水）

越の甘柿（あんぽ柿） 越前あわらの
柿の葉樽すし

手作リ果実パイセット

あわらジェラート &
シャーベット「旬の泉」

完熟トマトジュースとソース、
ブルーベリージュース、梨の
ジュースとジャムのセット

越前あわらの
柿の葉すしプレミアム

あわら市の特産ギフトとして、「越前あわらブランド a」商品をご利用ください。
詳しくは、あわら市商工会までお問い合わせください。

越前あわら名産　「越前あわらブランドa」に新商品‼ 全国発信へ‼
あわら市商工会は、あわら産の果樹・野菜などの地域資源を活用した新しい産品の開発と、全国の市場ニー
ズに合った商品へのブラッシュアップを支援し、県内外に販路拡大を目指す全国展開支援事業に取り組
んでいます。本年度、13商品を新たにラインナップ、インターネットや展示会、ギフトカタログを活用
してあわらの特産品ブランド「越前あわらブランド a」の宣伝ＰＲと販路拡大に取組みます。

１３商品
追加認定 !!

あわら竹工芸季語春夏秋冬 From East To West 
"Fish"

（ガラス工芸）

ヒョウタン箸置き
（ガラス工芸）



4  あわら市商工会だより

お問合せ・申込みは、あわら市商工会までお電話下さい。あわら市市姫一丁目9-21　ＴＥＬ７３- ０２４８

このページは商工会の会員専用です

三国税務署からのお知らせ

月　日 時　間 会　場 税 理 士 名

2 月 23 日（月）

9：00

～

16：00

芦原　支所 平 田 税 理 士

24 日（火） 金津　本所 伊藤直税理士

3 月　2 日（月） 金津　本所 伊藤直税理士

3 日（火） 芦原　支所 平 田 税 理 士

5 日（木） 芦原　支所 平 田 税 理 士

6 日（金） 金津　本所 伊藤直税理士

9 日（月） 芦原　支所 平 田 税 理 士

11日（水） 芦原　支所 平 田 税 理 士

12 日（木） 金津　本所 伊藤直税理士

持参品：決算書（前年、本年度）・申告書・諸帳簿・ 

印鑑・源泉徴収簿・各保険料控除証明書等

☆決算手数料をお願い致します。

※ご希望の日時が重複した場合は、こちらで調整させて頂きます。

平成２６年度

所得税青色申告個別決算指導と

消費税申告の相談について

●お問い合わせ　三国税務署　☎0776-81-3211（自動音声案内）

あわらアンテナショップ
よりお知らせ

3月22日をもちまして、JR芦原温泉駅前のあわらアンテ
ナショップ（アワランテナ）を閉館致します。
ながらくご愛顧いただきましてありがとうございました。

事業者の方は
帳簿に基づいた申告を！！
平成26年1月から記帳が義務化

　事業所得等を有する白色申告の方は、26年 
1月から全ての取引について記帳し、帳簿等を
保存することが義務化されています。
　このため、事業所得等を有する方の平成26
年分確定申告は、帳簿に基づいた収支計算が 
必要となります。

はじめてみませんか？青色申告を！
　税務署では、この機会に皆さんが青色申告を 
することをお勧めします。青色申告者には数多く
の特典があり、節税の大きな一歩となります。
　今年の3月16日（月）までに、青色申告承認
申請書を税務署に提出すれば平成27年分から
青色申告をすることができます。

26年分
申告から

確定申告書は、国税庁ホームページで
簡単作成！！
　国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」を 
ご存知ですか？
　このコーナーでは、画面の案内に沿って入力すれば、確定申
告書はもちろんのこと、青色決算書や収支内訳書までが作成
できます。
　作成した申告書等を、ご自宅のプリ
ンタで印刷して郵送等で税務署に提
出してください。
　このように印刷して提出する場合に
は、住基カードは不要です。
　簡単に作成できますので、是非、 
チャレンジしてみてください！！

消費税申告は５％分と８％分の
取引区分が必要です！！
　昨年の４月に、消費税率が引き上げられたのに伴い、今年
の消費税の申告は１〜３月（５％）と４〜１２月（８％）分の取
引区分が必要となります。帳簿書類に基づいて区分をして 
おきましょう。

税率引き

上げのため


